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一
般
財
団
法
人
本
多
流
生
弓
会
定
款 

法
人
登
記 

平
成
二
十
五
年
一
月
四
日 

 
 

 

第
１
章 

総 
 

則 

（
名
称
） 

第
１
条 

こ
の
法
人
（
以
下
本
会
と
い
う
）
は
、
一
般
財
団
法
人
本
多
流
生
弓
会
（
略
称
本
多
流
生
弓
会
）
と
称
す
る
。
本
会
の
英
文
名
は
、H

o
n
d
a
r
y
u
u
S
e
i
k
y
u
u
k
a
i
 
F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
 

と
す
る
。 

（
事
務
所
） 

第
２
条 

本
会
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
豊
島
区
に
置
く
。 

（
支
部
） 

第
３
条 

本
会
は
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
承
認
を
経
て
支
部
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
支
部
に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。 

  
 

 

第
２
章 

目
的
及
び
事
業 

（
目
的
） 

第
４
条 

本
会
は
、
生
弓
斎
本
多
利
實
翁
の
遺
志
に
基
づ
き
、
弓
道
の
精
神
に
よ
る
人
格
陶
冶
及
び
本
多
流
弓
道
の
研
究
並
び
に
普
及
を
通
じ
た
日
本
の
伝
統
文
化
の
継
承
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、

国
民
の
心
身
の
健
全
な
発
展
向
上
に
努
め
、
以
っ
て
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
事
業
） 

第
５
条 

本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。 

（
１
）
本
多
流
弓
道
普
及
の
た
め
の
国
内
外
の
射
会
の
開
催 

（
２
）
本
多
流
弓
道
普
及
の
た
め
の
国
内
外
の
研
修
会
の
開
催
、
指
導
者
の
養
成
及
び
派
遣 

（
３
）
本
多
流
弓
道
の
印
可
審
査
の
実
施 

（
４
）
本
多
流
弓
道
の
科
学
的
な
研
究
及
び
助
成 

（
５
）
生
弓
斎
文
庫
の
維
持
と
整
備 

（
６
）
本
多
流
弓
道
に
関
す
る
書
籍
の
編
纂
と
出
版
及
び
助
成 

（
７
）
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業 

２
．
前
項
の
事
業
は
日
本
全
国
及
び
海
外
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

  
 

 

第
３
章 

会 
 

員 

（
構
成
員
） 

第
６
条 

本
会
は
、
本
会
の
業
務
の
執
行
に
賛
同
・
支
援
す
る
も
の
と
し
て
、
会
員
を
置
く
。 

（
１
）
普
通
会
員 

（
２
）
維
持
会
員 

（
３
）
終
身
会
員 

（
４
）
学
生
会
員 
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（
５
）
名
誉
会
員 

（
６
）
学
校
会
員 

（
会
員
規
程
） 

第
７
条 
会
員
に
関
す
る
入
会
、
入
会
金
及
び
会
費
、
退
会
、
除
名
等
に
係
る
規
程
は
、
こ
れ
を
別
に
定
め
る
。 

  
 

 

第
４
章 
資
産
及
び
会
計 

（
資
産
の
構
成
） 

第
８
条 

本
会
の
資
産
は
、
以
下
に
掲
げ
る
も
の
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

（
１
）
移
行
当
初
の
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
た
財
産 

（
２
）
入
会
金
及
び
年
会
費
収
入 

（
３
）
研
修
、
射
会
参
加
費 

（
４
）
寄
付
金
等 

（
基
本
財
産
） 

第
９
条 

本
会
の
目
的
で
あ
る
事
業
を
行
う
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
理
事
会
で
基
本
財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
を
決
議
し
た
財
産
を
、
基
本
財
産
と
す
る
。 

２
．
基
本
財
産
は
、
本
会
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
た
め
に
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
基
本
財
産
の
一
部
を
処
分
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
基
本
財
産
か
ら
除
外
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
承
認
を
要
す
る
。 

（
事
業
年
度
） 

第
１
０
条 

本
会
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
１
月
１
日
に
始
ま
り
１
２
月
３
１
日
に
終
わ
る
。 

（
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
） 

第
１
１
条 

本
会
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
書
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
理
事
長
が
作
成
し
、
理
事
会
の
決
議
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場

合
も
同
様
と
す
る
。 

２
．
前
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
主
た
る
事
務
所
に
、
当
該
年
度
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
据
え
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
業
報
告
及
び
決
算
） 

第
１
２
条 

本
会
の
事
業
報
告
及
び
決
算
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
、
代
表
理
事
が
次
の
書
類
を
作
成
し
、
監
事
の
監
査
を
受
け
た
上
で
、
理
事
会
の
承
認
を
経
て
、
定
時
評
議
員
会
に
提

出
し
、
第
１
号
及
び
第
２
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
を
報
告
し
、
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
書
類
に
つ
い
て
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
）
事
業
報
告 

（
２
）
事
業
報
告
の
附
属
明
細
書 

（
３
）
貸
借
対
照
表 

（
４
）
損
益
計
算
書
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
） 

（
５
）
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
）
の
附
属
明
細
書 

２
．
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
、
又
は
承
認
を
受
け
た
書
類
中
、
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
書
類
の
ほ
か
、
監
査
報
告
を
主
た
る
事
務
所
に
５
年
間
備
え
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の

と
す
る
。 

（
会
計
原
則
等
） 
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第
１
３
条 

本
会
の
会
計
は
、
公
益
法
人
会
計
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２
．
本
会
の
会
計
処
理
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。 

  
 

 

第
５
章 

評
議
員 

（
定
数
） 

第
１
４
条 

本
会
に
評
議
員
３
名
以
上
５
名
以
内
を
置
く
。 

（
評
議
員
の
選
任
及
び
解
任
） 

第
１
５
条 

評
議
員
の
選
任
及
び
解
任
は
、
評
議
員
会
に
お
い
て
行
う
。 

２
．
評
議
員
会
に
提
出
す
る
評
議
員
候
補
者
は
、
理
事
会
又
は
評
議
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
．
評
議
員
会
に
評
議
員
候
補
者
を
推
薦
す
る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
の
ほ
か
、
当
該
候
補
者
を
評
議
員
と
し
て
適
任
と
判
断
し
た
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
）
当
該
候
補
者
の
経
歴 

（
２
）
当
該
候
補
者
を
候
補
者
と
し
た
理
由 

（
３
）
当
該
候
補
者
と
本
会
及
び
役
員
等
（
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
）
と
の
関
係 

（
４
）
当
該
候
補
者
の
兼
職
状
況 

４
．
評
議
員
会
は
、
前
条
で
定
め
る
評
議
員
の
定
数
を
欠
く
こ
と
に
な
る
と
き
に
備
え
て
、
補
欠
の
評
議
員
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５
．
前
項
の
場
合
に
は
、
評
議
員
会
は
次
の
事
項
も
併
せ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
）
当
該
候
補
者
が
補
欠
の
評
議
員
で
あ
る
旨 

（
２
）
当
該
候
補
者
を
１
人
又
は
２
人
以
上
の
特
定
の
評
議
員
の
補
欠
の
評
議
員
と
し
て
選
任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
特
定
の
評
議
員
の
氏
名 

（
３
）
同
一
の
評
議
員
（
２
以
上
の
評
議
員
の
補
欠
と
し
て
選
任
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
２
以
上
の
評
議
員
）
に
つ
き
２
人
以
上
の
補
欠
の
評
議
員
を
選
任
す
る
と
き
は
、
当
該
補
欠
の
評
議

員
相
互
の
優
先
順
位 

６
．
第
４
項
の
補
欠
の
評
議
員
の
選
任
に
係
る
決
議
は
、
当
該
決
議
後
４
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
、
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
評
議
員
会
の
終
結
の
と
き
ま
で
、
そ
の
効
力
を
有
す

る
。 

（
任
期
） 

第
１
６
条 

評
議
員
の
任
期
は
、
選
任
後
４
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
、
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
評
議
員
会
の
終
結
の
と
き
ま
で
と
す
る
。 

２
．
任
期
の
満
了
前
に
選
任
し
た
評
議
員
の
補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
評
議
員
の
任
期
は
、
退
任
し
た
評
議
員
の
任
期
の
満
了
す
る
と
き
ま
で
と
す
る
。 

３
．
評
議
員
は
、
第
１
４
条
に
定
め
る
定
数
に
足
り
な
く
な
る
と
き
は
、
任
期
の
満
了
又
は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
後
も
、
新
た
に
選
任
し
た
も
の
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お
評
議
員
と
し
て
権
利
義

務
を
有
す
る
。 

（
評
議
員
の
報
酬
） 

第
１
７
条 

評
議
員
に
対
す
る
報
酬
は
、
無
報
酬
と
す
る
。 

２
．
評
議
員
に
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
の
支
払
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

 

第
６
章 

評
議
員
会 

（
構
成
） 
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第
１
８
条 

評
議
員
会
は
、
す
べ
て
の
評
議
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

（
権
限
） 

第
１
９
条 

評
議
員
会
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る
。 

（
１
）
理
事
及
び
監
事
の
選
任
及
び
解
任 

（
２
）
理
事
及
び
監
事
の
報
酬
等
の
額 

（
３
）
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
の
承
認 

（
４
）
定
款
の
変
更 

（
５
）
残
余
財
産
の
処
分 

（
６
）
基
本
財
産
の
処
分
又
は
除
外
の
承
認 

（
７
）
そ
の
他
評
議
員
会
で
決
議
す
る
も
の
と
し
て
法
令
又
は
こ
の
定
款
で
定
め
ら
れ
た
事
項 

（
開
催
） 

第
２
０
条 

評
議
員
会
は
、
定
時
評
議
員
会
と
し
て
毎
事
業
年
度
終
了
後
３
カ
月
以
内
に
開
催
す
る
。 

２
．
臨
時
評
議
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
い
つ
で
も
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
招
集
） 

第
２
１
条 

評
議
員
会
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
き
理
事
長
が
招
集
す
る
。 

２
．
評
議
員
は
、
理
事
長
に
対
し
、
評
議
員
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
及
び
招
集
の
理
由
を
示
し
て
、
評
議
員
会
の
招
集
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
．
前
項
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
理
事
長
は
遅
滞
な
く
評
議
員
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
．
第
２
項
の
請
求
を
し
た
評
議
員
は
、
次
の
場
合
に
は
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
評
議
員
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
１
）
請
求
後
遅
滞
な
く
招
集
の
手
続
き
が
行
わ
れ
な
い
場
合 

（
２
）
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
６
週
間
以
内
の
日
を
評
議
員
会
の
日
と
す
る
旨
の
通
知
が
発
せ
ら
れ
な
い
場
合 

５
．
評
議
員
会
を
招
集
す
る
も
の
は
、
評
議
員
会
の
開
催
日
の
５
日
前
ま
で
に
、
評
議
員
に
対
し
て
、
会
議
の
日
時
、
場
所
、
目
的
で
あ
る
事
項
を
記
載
し
て
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
招
集
の

通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６
．
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
評
議
員
全
員
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
招
集
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
評
議
員
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
長
） 

第
２
２
条 

評
議
員
会
の
議
長
は
、
出
席
し
た
評
議
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。 

（
決
議
） 

第
２
３
条 

評
議
員
会
の
決
議
は
、
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
を
有
す
る
評
議
員
を
除
く
評
議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。 

２
．
前
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
決
議
は
、
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
を
除
く
評
議
員
の
３
分
の
２
以
上
に
あ
た
る
多
数
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
）
監
事
の
解
任 

（
２
）
定
款
の
変
更 

（
３
）
基
本
財
産
の
処
分
又
は
除
外
の
承
認 

（
４
）
そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事
項 

３
．
理
事
又
は
監
事
を
選
任
す
る
議
案
を
決
議
す
る
に
際
し
て
は
、
各
候
補
者
ご
と
に
第
１
項
の
決
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
事
又
は
監
事
の
候
補
者
の
合
計
数
が
第
２
６
条
に
定
め
る
定
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数
を
上
回
る
場
合
に
は
、
過
半
数
の
賛
成
を
得
た
候
補
者
の
中
か
ら
、
得
票
数
の
多
い
順
に
定
数
の
枠
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
決
議
の
省
略
） 

第
２
４
条 

理
事
が
評
議
員
会
の
決
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
提
案
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
提
案
に
つ
い
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
の
で
き
る
評
議
員
の
全
員
が
、
書
面
又
は
電
磁
的
な
記

録
に
よ
り
同
意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
提
案
を
可
決
す
る
旨
の
評
議
員
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
看
做
す
。 

（
議
事
録
） 

第
２
５
条 

評
議
員
会
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
事
録
を
作
成
す
る
。 

２
．
議
事
録
は
、
議
長
及
び
議
長
が
指
名
し
た
評
議
員
１
名
が
議
事
録
に
署
名
又
は
記
名
押
印
す
る
。 

  
 

 

第
７
章 

役 
 

員 

（
役
員
の
設
置
） 

第
２
６
条 

本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

（
１
）
理
事
３
名
以
上
５
名
以
内 

（
２
）
監
事
１
名
以
上
２
名
以
内 

２
．
理
事
の
う
ち
、
２
名
を
代
表
理
事
と
す
る
。 

３
．
代
表
理
事
の
う
ち
、
１
名
を
理
事
長
と
し
、
も
う
１
名
を
常
務
理
事
と
す
る
。 

４
．
理
事
の
う
ち
、
３
名
以
内
を
業
務
執
行
理
事
と
す
る
。 

（
役
員
の
選
任
） 

第
２
７
条 

理
事
及
び
監
事
は
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
選
任
す
る
。 

２
．
理
事
長
、
常
務
理
事
、
業
務
執
行
理
事
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
理
事
の
中
か
ら
選
任
す
る
。 

３
．
監
事
は
、
本
会
又
は
そ
の
子
法
人
の
理
事
も
し
く
は
使
用
人
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

４
．
理
事
の
う
ち
、
理
事
の
い
ず
れ
か
１
名
と
そ
の
配
偶
者
又
は
３
等
親
内
の
親
族
そ
の
他
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
の
合
計
数
は
、
理
事
総
数
の
３
分
の
１
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
監
事
に
つ
い
て

も
同
様
と
す
る
。 

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
） 

第
２
８
条 

理
事
は
、
理
事
会
を
構
成
し
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
務
を
執
行
す
る
。 

２
．
代
表
理
事
は
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
人
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
執
行
す
る
。
業
務
執
行
理
事
は
、
理
事
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の

法
人
の
業
務
を
分
担
執
行
す
る
。 

３
．
代
表
理
事
及
び
業
務
執
行
理
事
は
、
毎
事
業
年
度
に
４
カ
月
を
超
え
る
間
隔
で
２
回
以
上
、
自
己
の
職
務
の
執
行
の
状
況
を
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
監
事
の
職
務
及
び
権
限
） 

第
２
９
条 

監
事
は
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
を
作
成
す
る
。 

２
．
監
事
は
、
理
事
会
に
出
席
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

３
．
監
事
は
、
い
つ
で
も
、
理
事
及
び
使
用
人
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
本
会
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
役
員
の
任
期
） 

第
３
０
条 

理
事
の
任
期
は
、
選
任
後
２
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
、
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
評
議
員
会
の
終
結
の
と
き
ま
で
と
す
る
。 
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２
．
監
事
の
任
期
は
、
選
任
後
２
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
、
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
評
議
員
会
の
終
結
の
と
き
ま
で
と
す
る
。 

３
．
補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
理
事
又
は
監
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
任
期
の
満
了
す
る
と
き
ま
で
と
す
る
。 

４
．
理
事
又
は
監
事
は
、
第
２
６
条
に
定
め
る
定
数
に
足
り
な
く
な
る
と
き
は
、
任
期
の
満
了
又
は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
後
も
、
新
た
に
選
任
さ
れ
た
者
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お
理
事
又
は
監
事

と
し
て
の
権
利
義
務
を
有
す
る
。 

（
役
員
の
解
任
） 

第
３
１
条 

理
事
及
び
監
事
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
１
）
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職
務
を
怠
っ
た
と
き 

（
２
）
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
執
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
な
い
と
き 

（
役
員
の
報
酬
等
） 

第
３
２
条 

理
事
及
び
監
事
に
対
す
る
報
酬
は
、
無
報
酬
と
す
る
。 

２
．
前
項
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
の
支
払
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
取
引
の
制
限
） 

第
３
３
条 

理
事
が
次
に
掲
げ
る
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
取
引
に
つ
い
て
重
要
な
事
実
を
開
示
し
、
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
１
）
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
本
会
の
事
業
の
部
類
に
属
す
る
取
引 

（
２
）
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
本
会
と
の
取
引 

（
３
）
本
会
が
、
そ
の
理
事
の
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
、
そ
の
他
、
理
事
以
外
の
者
と
の
間
に
お
け
る
本
会
と
そ
の
理
事
と
の
利
害
が
相
反
す
る
取
引 

２
．
前
項
の
取
引
を
し
た
理
事
は
、
そ
の
取
引
の
重
要
な
事
実
を
遅
滞
な
く
、
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
責
任
の
免
除
又
は
限
定
） 

第
３
４
条 

本
会
は
、
役
員
の
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
１
９
８
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
１
１
１
条
第
１
項
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
法
令
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
、
賠
償
責
任
額
か
ら
法
令
に
定
め
る
最
低
責
任
限
度
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
限
度
と
し
て
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
．
本
会
は
、
外
部
役
員
と
の
間
で
、
前
項
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
法
令
の
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
賠
償
責
任
を
限
定
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
契
約

に
基
づ
く
賠
償
責
任
の
限
度
額
は
、
金
１
０
万
円
以
上
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
額
と
法
令
の
定
め
る
最
低
責
任
限
度
額
と
の
い
ず
れ
か
高
い
額
と
す
る
。 

  
 

 

第
８
章 

理
事
会 

（
構
成
） 

第
３
５
条 

理
事
会
は
、
す
べ
て
の
理
事
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

（
権
限
） 

第
３
６
条 

理
事
会
は
、
こ
の
定
款
に
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
職
務
を
行
う
。 

（
１
）
本
会
の
業
務
執
行
の
決
定 

（
２
）
理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
督 

（
３
）
代
表
理
事
及
び
業
務
執
行
理
事
の
選
定
及
び
解
任 

（
４
）
評
議
員
会
の
日
時
、
場
所
並
び
に
目
的
で
あ
る
事
項
の
決
定 

（
５
）
規
程
の
制
定
、
変
更
及
び
廃
止
に
関
す
る
事
項 
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２
．
理
事
会
は
次
に
掲
げ
る
事
項
、
そ
の
他
重
要
な
業
務
執
行
の
決
定
を
、
理
事
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
１
）
重
要
な
財
産
の
処
分
及
び
譲
り
受
け 

（
２
）
重
要
な
使
用
人
の
選
任
及
び
解
任 

（
３
）
従
た
る
事
務
所
そ
の
他
重
要
な
組
織
の
設
置
、
変
更
及
び
廃
止 

（
４
）
内
部
管
理
体
制
の
変
更 

（
５
）
第
３
４
条
第
１
項
の
責
任
の
免
除
及
び
同
第
２
項
の
責
任
限
定
契
約
の
締
結 

３
．
本
会
は
、
理
事
会
及
び
理
事
に
よ
る
外
部
借
入
を
行
わ
な
い
。 

（
種
類
及
び
開
催
） 

第
３
７
条 

理
事
会
は
、
定
時
理
事
会
及
び
臨
時
理
事
会
の
２
種
と
す
る
。 

２
．
定
時
理
事
会
は
、
毎
事
業
年
度
２
回
開
催
す
る
。 

３
．
臨
時
理
事
会
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
開
催
す
る
。 

（
１
）
理
事
長
が
認
め
た
と
き 

（
２
）
理
事
長
以
外
の
理
事
か
ら
、
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
招
集
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き 

（
３
）
前
号
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
５
日
以
内
に
、
そ
の
日
か
ら
２
週
間
以
内
の
日
を
理
事
会
の
日
と
す
る
理
事
会
の
招
集
の
通
知
が
発
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
、
そ
の
請
求
を
し
た
理
事
が
招
集
し

た
と
き 

（
４
）
監
事
が
必
要
と
認
め
て
理
事
長
に
招
集
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き 

（
５
）
前
号
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
５
日
以
内
に
、
そ
の
日
か
ら
２
週
間
以
内
の
日
を
理
事
会
の
日
と
す
る
理
事
会
の
招
集
の
通
知
が
発
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
、
そ
の
請
求
を
し
た
監
事
が
招
集
し

た
と
き 

（
招
集
） 

第
３
８
条 

理
事
会
は
理
事
長
が
招
集
す
る
。
但
し
、
前
条
第
３
項
第
３
号
に
よ
り
、
理
事
が
招
集
す
る
場
合
、
及
び
同
第
５
号
に
よ
り
監
事
が
招
集
す
る
場
合
を
除
く
。 

２
．
理
事
長
は
、
前
条
第
２
項
２
号
又
は
同
第
４
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
５
日
以
内
に
、
そ
の
日
か
ら
２
週
間
以
内
の
日
を
理
事
会
の
日
と
す
る
臨
時
理
事
会
の
招
集

を
、
各
理
事
及
び
各
監
事
に
対
し
て
会
議
の
日
時
、
場
所
、
目
的
で
あ
る
事
項
を
記
載
し
て
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
招
集
の
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
前
条
第
３
項
第

３
号
に
よ
り
理
事
が
招
集
す
る
場
合
、
及
び
同
第
５
号
に
よ
り
監
事
が
招
集
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
日
か
ら
２
週
間
以
内
の
日
を
理
事
会
の
日
と
す
る
臨
時
理
事
会
の
招
集
を
、
理
事
長
、

各
理
事
、
各
監
事
に
対
し
て
会
議
の
日
時
、
場
所
、
目
的
で
あ
る
事
項
を
記
載
し
て
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
招
集
の
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
．
理
事
及
び
監
事
の
全
員
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
招
集
の
手
続
を
経
な
い
で
理
事
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
．
理
事
長
が
欠
け
た
と
き
又
は
理
事
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
常
務
理
事
が
理
事
会
を
招
集
す
る
。 

（
決
議
） 

第
３
９
条 

理
事
会
の
議
長
は
、
理
事
長
が
こ
れ
に
あ
た
る
。 

２
．
理
事
会
の
決
議
は
、
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
を
除
く
理
事
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。 

（
決
議
の
省
略
） 

第
４
０
条 

理
事
が
理
事
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
提
案
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
提
案
に
つ
い
て
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
の
で
き
る
理
事
の
全
員
が
書
面
又
は
電
磁
的
な
記
録
に
よ
り
同

意
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
提
案
を
可
決
す
る
旨
の
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
看
做
す
。
但
し
、
監
事
が
異
議
を
述
べ
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

（
報
告
の
省
略
） 
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第
４
１
条 

理
事
又
は
監
事
が
理
事
及
び
監
事
の
全
員
に
対
し
、
理
事
会
に
報
告
す
べ
き
事
項
を
通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
項
を
理
事
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
但
し
、
２
８

条
第
３
項
に
掲
げ
る
代
表
理
事
及
び
業
務
執
行
理
事
の
自
己
の
職
務
の
執
行
の
状
況
の
理
事
会
報
告
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

（
議
事
録
） 

第
４
２
条 
理
事
会
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
事
録
を
作
成
し
、
議
長
が
指
名
し
た
、
出
席
し
た
代
表
理
事
及
び
監
事
が
議
事
録
に
署
名
又
は
記
名
押
印
す
る
。 

  
 

 

第
９
章 
顧 

 

問 

（
顧
問
） 

第
４
３
条 

本
会
は
、
若
干
名
の
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２
．
顧
問
は
、
本
会
の
運
営
に
貢
献
で
き
る
学
識
経
験
者
及
び
本
会
の
運
営
に
功
労
の
あ
っ
た
者
の
う
ち
か
ら
、
理
事
会
の
推
薦
に
よ
り
、
理
事
長
が
委
嘱
す
る
。 

３
．
顧
問
は
、
本
会
の
運
営
に
関
し
て
理
事
会
の
諮
問
に
答
え
、
又
は
理
事
会
に
対
し
て
意
見
を
の
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
決
議
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
報
酬
） 

第
４
４
条 

顧
問
に
対
す
る
報
酬
は
無
報
酬
と
す
る
。 

２
．
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
の
支
払
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

 

第
１
０
章 

師
範
及
び
師
範
会 

（
師
範
） 

第
４
５
条 

本
会
は
若
干
名
の
師
範
及
び
師
範
代
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２
．
師
範
及
び
師
範
代
は
、
本
多
流
宗
家
の
推
薦
に
よ
り
、
理
事
会
が
承
認
し
た
会
員
が
就
任
す
る
。 

（
師
範
会
） 

第
４
６
条 

師
範
及
び
師
範
代
を
構
成
員
と
し
て
師
範
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

（
運
営
） 

第
４
７
条 

師
範
会
の
運
営
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。 

  
 

 

第
１
１
章 

運
営
委
員
会 

（
目
的
） 

第
４
８
条 

理
事
会
は
、
本
会
の
事
業
目
的
の
達
成
に
必
要
な
本
多
流
弓
道
に
関
す
る
知
識
の
習
得
と
、
年
間
行
事
計
画
の
業
務
執
行
補
助
を
通
し
て
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
員

の
中
か
ら
運
営
委
員
を
選
任
し
、
運
営
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
運
営
） 

第
４
９
条 

運
営
委
員
会
の
運
営
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。 

  
 

 

第
１
２
章 

特
別
委
員
会 

（
目
的
お
よ
び
任
務
・
運
営
） 

第
５
０
条 

理
事
会
は
、
そ
の
決
議
に
よ
っ
て
、
本
会
の
業
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
協
議
及
び
検
討
さ
せ
る
た
め
、
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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２
．
委
員
会
を
構
成
す
る
委
員
は
、
理
事
長
が
理
事
会
の
承
認
を
得
て
選
定
す
る
。 

３
．
委
員
会
の
任
務
及
び
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
定
め
る
。 

  

第
１
３
章 

定
款
の
変
更
、
合
併
及
び
解
散 

（
定
款
の
変
更
） 

第
５
１
条 

こ
の
定
款
は
、
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
．
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
定
款
の
第
４
条
（
目
的
）
、
第
５
条
（
事
業
）
、
及
び
第
１
５
条
（
評
議
員
の
選
任
及
び
解
任
）
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 

（
解
散
） 

第
５
２
条 

本
会
は
、
本
会
の
目
的
で
あ
る
事
業
の
成
功
の
不
能
、
そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事
由
に
よ
っ
て
解
散
す
る
。 

（
残
余
財
産
の
帰
属
） 

第
５
３
条 

本
会
が
清
算
す
る
場
合
に
お
い
て
有
す
る
残
余
財
産
は
、
評
議
員
会
の
決
議
を
経
て
、
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
第
５
条
１
７
号
に
掲
げ
る
法
人
又

は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
に
贈
与
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
．
本
会
は
剰
余
金
の
分
配
は
行
わ
な
い
。 

（
公
告
） 

第
５
４
条 

本
会
の
公
告
は
、
主
た
る
事
務
所
の
公
衆
に
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。 

 

附
則 

１
．
こ
の
定
款
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
１

２
１
条
第
１
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
１
０
６
条
第
１
項
に
定
め
る
一
般
財
団
法
人
の
設
立
の
登
記
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２
．
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
１
２
１
条
第
１

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
１
０
６
条
第
１
項
に
定
め
る
特
例
民
法
法
人
の
解
散
の
登
記
と
、
一
般
財
団
法
人
の
設
立
の
登
記
を
行
っ
た
と
き
は
、
第
１
０
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
解
散
の
登
記
の
前
日
を
事
業
年
度
の
末
日
と
し
、
設
立
の
登
記
の
日
を
事
業
年
度
の
開
始
日
と
す
る
。 

３
．
こ
の
法
人
の
最
初
の
代
表
理
事
は
本
多
利
永
及
び
寒
川
泰
壽
と
す
る
。 

４
．
こ
の
最
初
の
評
議
員
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

森
山
邦
男
、
麻
生
靖
二
、
横
山
真
知
子
、
山
本
実
、
岡
嶋
惇
、
横
山
明
彦
、
多
々
良
茂
、
小
林
圭
、
宮
崎
英
一
、
下
境
郁
二
、
長
野
敦
市 

５
．
こ
の
法
人
の
移
行
時
理
事
、
移
行
時
代
表
理
事
及
び
移
行
時
監
事
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。 

移
行
時
理
事 

 

：
本
多
利
永
、
寒
川
泰
壽
、
勝
俣
俊
一
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

坂
本
武
彦
、
西
崎
明
伸
、
濱
田
薫
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

杉
山
卓
、
田
中
淳
治
、
藤
平
光
一 

移
行
時
代
表
理
事
：
本
多
利
永
、
寒
川
泰
壽 

移
行
時
監
事 

 

：
雪
島
伊
乙
夫
、
渡
邊
純
平 
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附
則 平

成
二
七
年
一
二
月
一
二
日
に
開
催
さ
れ
た
評
議
員
会
の
「
定
款
変
更
決
議
」
を
以
て
以
下
の
定
款
変
更
を
行
っ
た
。 

《
定
款
第
五
章
第
１
６
条
の
２
》
評
議
員
の
任
期 

変
更
前
：
任
期
の
満
了
後
に
選
任
し
た
評
議
員
の
補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
評
議
員
の
任
期
は
（
以
下
省
略
） 

変
更
後
：
任
期
の
満
了
前
に
選
任
し
た
評
議
員
の
補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
評
議
員
の
任
期
は
（
以
下
省
略
） 

 

附
則 令

和
六
年
一
二
月
三
一
日
付
評
議
員
会
の
書
面
決
議
（
条
件
付
定
款
変
更
、
効
力
発
生
時
期
：
令
和
七
年
二
月
八
日
開
催
の
定
時
評
議
員
会
で
改
選
さ
れ
る
評
議
員
及
び
役
員
選
任
時
よ
り
適
用
）

を
以
て
以
下
の
定
款
変
更
を
行
っ
た
。 

《
定
款
第
五
章
第
１
４
条
》
評
議
員
の
定
数 

変
更
前
：
本
会
に
評
議
員
１
０
名
以
上
１
３
名
以
内
を
置
く
。 

変
更
後
：
本
会
に
評
議
員
３
名
以
上
５
名
以
内
を
置
く
。 

《
定
款
第
七
章
第
２
６
条
第
１
項
第
１
号
》
理
事
の
定
数 

変
更
後
：
理
事
７
名
以
上
１
０
名
以
内 

変
更
後
：
理
事
３
名
以
上
５
名
以
内 


